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○

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
）

第
一
条

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う

（
新
設
）

。
）
第
二
条
第
二
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。一

法
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
措
置

二

次
に
掲
げ
る
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
感
染
症
法
」
と
い
う

。
）
の
規
定
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
感
染
症
法
第

四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場

合
及
び
感
染
症
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
み
、
ニ
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
感
染
症
法
第

四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
に
よ
り
実
施
す
る
措
置

イ

第
十
二
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
一
項

及
び
第
十
三
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条

第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
及
び
第
四
項
（
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
及
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び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
三
条
の
四
の
規
定

ロ

第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
二
十
条
第
一
項
か

ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十

四
条
の
二
並
び
に
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定

ハ

第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
（
感
染
症
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
の
勧
告
及
び
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
の
措
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定

ニ

第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定

ホ

第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
四
十
七
条

、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
三
第

五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四

条
の
二
、
第
五
十
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
五
十
一
条
第
一
項
（
感
染

症
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十
七
条

又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

（
指
定
行
政
機
関
）

（
指
定
行
政
機
関
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
機
関
は
、
次
の
と
お
り
と

第
一
条

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う

す
る
。

。
）
第
二
条
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
機
関
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三
十
三

（
略
）

一
～
三
十
三

（
略
）

（
指
定
公
共
機
関
）

（
指
定
公
共
機
関
）

第
三
条

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業

第
三
条

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業

を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

次
に
掲
げ
る
法
人
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す
る
も

二
十

次
に
掲
げ
る
法
人
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す
る
も

の

の

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業

ホ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業

の
許
可
を
受
け
た
者
の
組
織
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

の
許
可
を
受
け
た
者
の
組
織
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
感
染
症
（
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ

ン
ザ
等
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
い
う
。
第
五
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
第
五
条
の
三
に
お
い

）
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

て
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン

十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
い
う
。
第
五
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
当
該
承
認

。
）
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
を
構
成
員
と
す
る
も
の

第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
当
該
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
を
構
成
員
と
す
る
も
の

ヘ
～
ヨ

（
略
）

ヘ
～
ヨ

（
略
）

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
市
町
村
長
の
事
務
の
代
行
）

第
四
条
の
二

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

（
新
設
）

定
は
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
に
よ
る

市
町
村
長
の
事
務
の
代
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
市
町
村
等
の
事
務
の
委
託
の
手
続
）

第
四
条
の
三

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十

（
新
設
）

六
条
の
五
（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
事
務
又
は
市
町
村
の
長
そ
の
他

の
執
行
機
関
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
職
員
の
派
遣
の
要
請
の
手
続
）
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第
四
条
の
四

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六

（
新
設
）

条
の
六
第
一
項
（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
派
遣
の
要
請
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
及
び
職
員
の
身
分
取
扱
い

）
第
四
条
の
五

法
第
二
十
六
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
災
害
対

（
新
設
）

策
基
本
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣

手
当
及
び
法
第
二
十
六
条
の
七
（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
行
政
機
関
、
指

定
地
方
行
政
機
関
又
は
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
指
定
公
共
機
関
か

ら
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
身
分
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
災
害
対
策
基
本
法
施
行

令
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
五
条
の
六

法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

（
新
設
）

と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
者
が
行
う
事
業
の
属
す
る
業
態
に
お
け
る
感
染
症
患
者
等
の
数
、

感
染
症
患
者
等
の
う
ち
同
一
の
事
実
に
起
因
し
て
感
染
し
た
者
の
数
そ
の

他
の
感
染
症
患
者
等
の
発
生
の
状
況
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発

生
の
動
向
若
し
く
は
原
因

二

当
該
者
が
事
業
を
行
う
場
所
に
お
け
る
同
一
の
事
実
に
起
因
し
て
感
染

す
る
者
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
程
度

三

当
該
者
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請

に
係
る
措
置
の
実
施
状
況

四

当
該
者
が
事
業
を
行
う
場
所
の
所
在
す
る
法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
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の
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
区
域
に
お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
が
終
了
す
る

日

（
特
定
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
特
定
市
町
村
長
の
事
務
の
代
行
）

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で

削
除

第
七
条

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は

、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
特
定

市
町
村
長
の
事
務
の
代
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
市
町
村
等
の
事
務
の
委
託
の
手
続
）

第
八
条

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
特
定
市
町
村
の
事
務
又
は
特
定
市
町
村
長
等
の
権
限
に
属
す

る
事
務
の
委
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
職
員
の
派
遣
の
要
請
の
手
続
）

第
九
条

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
派
遣
の
要
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
及
び
職
員
の
身
分
取
扱
い

）
第
十
条

法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
災
害
対
策
基
本
法

第
三
十
二
条
第
一
項
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
及
び

法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
行
政
機
関
、
指
定
地
方
行
政
機
関
又
は

特
定
指
定
公
共
機
関
か
ら
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
身
分
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ

る
。

（
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）
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第
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

第
十
三
条

削
除

と
す
る
。

一

当
該
施
設
と
同
種
の
施
設
に
お
け
る
感
染
症
患
者
等
の
数
、
感
染
症
患

者
等
の
う
ち
同
一
の
事
実
に
起
因
し
て
感
染
し
た
者
の
数
そ
の
他
の
感
染

症
患
者
等
の
発
生
の
状
況
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
の
動
向

若
し
く
は
原
因

二

当
該
施
設
に
お
け
る
同
一
の
事
実
に
起
因
し
て
感
染
す
る
者
が
生
ず
る

お
そ
れ
の
程
度

三

当
該
施
設
管
理
者
等
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
要
請
に
係
る
措
置
の
実
施
状
況

四

当
該
施
設
の
所
在
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
公
示
さ
れ
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
が
終
了
す
る
日

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
二
十
九
条

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と

第
二
十
九
条

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
警
察
が

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
警
察
が

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
第
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

同
令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と

第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務

十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す

と
す
る
。

る
。
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○

内
閣
官
房
組
織
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
内
閣
審
議
官
）

（
内
閣
審
議
官
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

内
閣
審
議
官
の
定
数
は
、
併
任
の
者
を
除
き
、
七
十
一
人
と
す
る
。
た
だ

３

内
閣
審
議
官
の
定
数
は
、
併
任
の
者
を
除
き
、
六
十
四
人
と
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
う
ち
四
十
六
人
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合

し
、
そ
の
う
ち
四
十
人
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に

に
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

内
閣
総
務
官
室
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
、
国
家
安
全
保
障

第
七
条

内
閣
総
務
官
室
、
国
家
安
全
保
障
局
、
内
閣
広
報
室
、
内
閣
情
報
調

局
、
内
閣
広
報
室
、
内
閣
情
報
調
査
室
若
し
く
は
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

査
室
若
し
く
は
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
内
閣
総

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
内
閣
総
務
官
室
等
」
と
い
う
。
）
又
は
内
閣
人
事

務
官
室
等
」
と
い
う
。
）
又
は
内
閣
人
事
局
に
属
し
な
い
内
閣
審
議
官
は
、

局
に
属
し
な
い
内
閣
審
議
官
は
、
内
閣
官
房
副
長
官
補
を
助
け
、
命
を
受
け

内
閣
官
房
副
長
官
補
を
助
け
、
命
を
受
け
て
、
内
閣
官
房
副
長
官
補
の
掌
理

て
、
内
閣
官
房
副
長
官
補
の
掌
理
す
る
事
務
（
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

す
る
事
務
（
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
つ
か
さ
ど

ィ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
つ
か
さ
ど
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
重
要
事
項
に
係
る
も
の
に
参
画
し

重
要
事
項
に
係
る
も
の
に
参
画
し
、
及
び
そ
の
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す

、
及
び
そ
の
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
。

る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
務
官
室
等
又
は
内
閣
人
事
局
に
属

（
新
設
）

し
な
い
内
閣
審
議
官
は
、
臨
時
に
命
を
受
け
、
感
染
症
に
係
る
危
機
管
理
に

関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
内
閣
法
第
十
七
条
第
三
項
の
命
を
受
け
た
内
閣
官

房
副
長
官
補
を
助
け
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
の
事
務
の
処
理
に
協

力
す
る
。

３
～
５

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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（
内
閣
参
事
官
）

（
内
閣
参
事
官
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

内
閣
参
事
官
の
定
数
は
、
併
任
の
者
を
除
き
、
百
四
人
と
す
る
。
た
だ
し

３

内
閣
参
事
官
の
定
数
は
、
併
任
の
者
を
除
き
、
九
十
一
人
と
す
る
。
た
だ

、
そ
の
う
ち
三
十
二
人
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に

し
、
そ
の
う
ち
二
十
二
人
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合

置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

に
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

内
閣
総
務
官
室
等
又
は
内
閣
人
事
局
に
属
し
な
い
内
閣
参
事
官
は
、

第
九
条

内
閣
総
務
官
室
等
又
は
内
閣
人
事
局
に
属
し
な
い
内
閣
参
事
官
は
、

内
閣
官
房
副
長
官
補
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
の
掌
理
す

内
閣
官
房
副
長
官
補
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
の
掌
理
す

る
事
務
の
一
部
を
つ
か
さ
ど
る
。

る
事
務
の
一
部
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
務
官
室
等
又
は
内
閣
人
事
局
に
属

（
新
設
）

し
な
い
内
閣
参
事
官
は
、
臨
時
に
命
を
受
け
、
感
染
症
に
係
る
危
機
管
理
に

関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
内
閣
法
第
十
七
条
第
三
項
の
命
を
受
け
た
内
閣
官

房
副
長
官
補
を
助
け
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
の
事
務
の
処
理
に
協

力
す
る
。

３
～
５

（
略
）

２
～
４

（
略
）

附

則

附

則

１
～
３

（
略
）

１
～
３

（
略
）

（
削
る
）

４

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
六
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
六
十
四
人
」
と
あ
る
の
は
「
七
十
三
人
」
と

、
同
項
た
だ
し
書
中
「
四
十
人
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
九
人
」
と
す
る
。

４

当
分
の
間
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百

５

当
分
の
間
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
九

四
人
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
人
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
三
十
二
人
」
と

十
一
人
」
と
あ
る
の
は
「
九
十
人
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
二
十
二
人
」

あ
る
の
は
「
三
十
一
人
」
と
し
、
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

と
あ
る
の
は
「
二
十
一
人
」
と
し
、
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

同
条
中
「
五
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
八
人
」
と
す
る
。

、
同
条
中
「
五
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
八
人
」
と
す
る
。

（
削
る
）

６

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
八
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
三
項
中
「
九
十
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一
人
」
と
あ
る
の
は
「
百
三
人
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
二
十
二
人
」
と

あ
る
の
は
「
三
十
四
人
」
と
す
る
。



- 10 -

○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
報
酬
）

（
報
酬
）

第
五
条

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

第
五
条

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
当
の
う
ち
政
令

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
当
の
う
ち
政
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
手
当
と
す
る
。

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
手
当
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ

三

災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）

ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
を
含
む
。
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

行
政
機
関
職
員
定
員
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条

行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
定
員
は

第
一
条

行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
定
員
は

、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

区

分

定

員

備

考

区

分

定

員

備

考

内

閣

の

機

関

一
、
四
一
二
人

う
ち
、
一
七
人
は

内

閣

の

機

関

一
、
三
八
四
人

う
ち
、
一
七
人
は

、
特
別
職
の
職
員

、
特
別
職
の
職
員

の
定
員
と
す
る
。

の
定
員
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

合

計

三
〇
四
、
一
三
六
人

合

計

三
〇
四
、
一
〇
八
人

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
権
限
又
は
事
務
の
委
任
）

（
権
限
又
は
事
務
の
委
任
）

第
十
五
条

行
政
機
関
の
長
（
第
四
条
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
法
第

第
十
五
条

行
政
機
関
の
長
（
第
四
条
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
法
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
務
官
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
、
国
家

十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
務
官
、
国
家
安
全
保
障
局
長
、
内
閣
官
房

安
全
保
障
局
長
、
内
閣
官
房
副
長
官
補
若
し
く
は
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

副
長
官
補
若
し
く
は
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
、
内
閣
広

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
、
内
閣
広
報
官
、
内
閣
情
報
官
若
し
く
は
内
閣
人
事
局
長

報
官
、
内
閣
情
報
官
若
し
く
は
内
閣
人
事
局
長
若
し
く
は
人
事
政
策
統
括
官

若
し
く
は
人
事
政
策
統
括
官
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十

、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
七
条
若
し
く
は

九
号
）
第
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
の
官
房
、
局
若
し
く
は
部
の
長
、

第
五
十
三
条
の
官
房
、
局
若
し
く
は
部
の
長
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し

同
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

く
は
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
職
、
同
法
第
十
八
条
の
重
要

職
、
同
法
第
十
八
条
の
重
要
政
策
に
関
す
る
会
議
の
長
、
同
法
第
三
十
七
条

政
策
に
関
す
る
会
議
の
長
、
同
法
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
四
条
の
審

若
し
く
は
第
五
十
四
条
の
審
議
会
等
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
法
第

議
会
等
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
法
第
三
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十

三
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十
五
条
の
施
設
等
機
関
の
長
、
同
法
第
四
十
条
若

五
条
の
施
設
等
機
関
の
長
、
同
法
第
四
十
条
若
し
く
は
第
五
十
六
条
（
宮
内

し
く
は
第
五
十
六
条
（
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十

庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
特
別
の
機
関
若
し
く

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
特
別
の
機
関
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
内
閣

は
そ
の
事
務
局
の
長
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
三
条
若
し
く
は
第
五
十
七
条

府
設
置
法
第
四
十
三
条
若
し
く
は
第
五
十
七
条
（
宮
内
庁
法
第
十
八
条
第
一

（
宮
内
庁
法
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
地

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
地
方
支
分
部
局
の
長
、
内
閣
府

方
支
分
部
局
の
長
、
内
閣
府
設
置
法
第
五
十
二
条
の
委
員
会
の
事
務
局
若
し

設
置
法
第
五
十
二
条
の
委
員
会
の
事
務
局
若
し
く
は
そ
の
官
房
若
し
く
は
部

く
は
そ
の
官
房
若
し
く
は
部
の
長
、
同
条
の
委
員
会
の
事
務
総
局
若
し
く
は

の
長
、
同
条
の
委
員
会
の
事
務
総
局
若
し
く
は
そ
の
官
房
、
局
、
部
若
し
く

そ
の
官
房
、
局
、
部
若
し
く
は
地
方
事
務
所
若
し
く
は
そ
の
支
所
の
長
、
宮

は
地
方
事
務
所
若
し
く
は
そ
の
支
所
の
長
、
宮
内
庁
法
第
三
条
の
長
官
官
房

内
庁
法
第
三
条
の
長
官
官
房
、
侍
従
職
等
若
し
く
は
部
の
長
、
同
法
第
十
四

、
侍
従
職
等
若
し
く
は
部
の
長
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
職
、
同
法
第
十

条
第
一
項
の
職
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
機
関
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の

六
条
第
一
項
の
機
関
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
条
第
二
項
の
機
関
の

長
、
同
条
第
二
項
の
機
関
の
長
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
の
地
方
支
分
部
局

長
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法

の
長
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
三
条
第

（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
職
又
は
国
家
行
政
組
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一
項
の
職
又
は
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
の
官
房
、
局
若
し
く
は

七
条
の
官
房
、
局
若
し
く
は
部
の
長
、
同
条
の
委
員
会
の
事
務
局
若
し
く
は

部
の
長
、
同
条
の
委
員
会
の
事
務
局
若
し
く
は
そ
の
官
房
若
し
く
は
部
の
長

そ
の
官
房
若
し
く
は
部
の
長
、
同
条
の
委
員
会
の
事
務
総
局
の
長
、
同
法
第

、
同
条
の
委
員
会
の
事
務
総
局
の
長
、
同
法
第
八
条
の
審
議
会
等
若
し
く
は

八
条
の
審
議
会
等
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
法
第
八
条
の
二
の
施
設

そ
の
事
務
局
の
長
、
同
法
第
八
条
の
二
の
施
設
等
機
関
の
長
、
同
法
第
八
条

等
機
関
の
長
、
同
法
第
八
条
の
三
の
特
別
の
機
関
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の

の
三
の
特
別
の
機
関
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
法
第
九
条
の
地
方
支

長
、
同
法
第
九
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
若
し
く
は
同
法
第
二
十
条
第
一
項

分
部
局
の
長
若
し
く
は
同
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
職
に
法

若
し
く
は
第
二
項
の
職
に
法
第
二
章
に
定
め
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
そ
の

第
二
章
に
定
め
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
委
任
す

所
掌
に
係
る
も
の
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



- 14 -

○

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
権
限
又
は
事
務
の
委
任
）

（
権
限
又
は
事
務
の
委
任
）

第
三
十
二
条

行
政
機
関
の
長
（
第
十
八
条
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、

第
三
十
二
条

行
政
機
関
の
長
（
第
十
八
条
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、

法
第
五
章
第
二
節
か
ら
第
五
節
ま
で
（
法
第
七
十
四
条
及
び
同
章
第
四
節
第

法
第
五
章
第
二
節
か
ら
第
五
節
ま
で
（
法
第
七
十
四
条
及
び
同
章
第
四
節
第

四
款
を
除
く
。
）
に
定
め
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の

四
款
を
除
く
。
）
に
定
め
る
権
限
又
は
事
務
の
う
ち
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の

を
、
内
閣
総
務
官
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
、
国
家
安
全
保
障
局
長
、
内

を
、
内
閣
総
務
官
、
国
家
安
全
保
障
局
長
、
内
閣
官
房
副
長
官
補
若
し
く
は

閣
官
房
副
長
官
補
若
し
く
は
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
、

内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
、
内
閣
広
報
官
、
内
閣
情
報
官

内
閣
広
報
官
、
内
閣
情
報
官
若
し
く
は
内
閣
人
事
局
長
若
し
く
は
人
事
政
策

若
し
く
は
内
閣
人
事
局
長
若
し
く
は
人
事
政
策
統
括
官
、
内
閣
府
設
置
法
（

統
括
官
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
七
条
若

平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
の
官
房

し
く
は
第
五
十
三
条
の
官
房
、
局
若
し
く
は
部
の
長
、
同
法
第
十
七
条
第
一

、
局
若
し
く
は
部
の
長
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
二
条
第

項
若
し
く
は
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
職
、
同
法
第
十
八
条

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
職
、
同
法
第
十
八
条
の
重
要
政
策
に
関
す
る
会
議

の
重
要
政
策
に
関
す
る
会
議
の
長
、
同
法
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
四

の
長
、
同
法
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
四
条
の
審
議
会
等
若
し
く
は
そ

条
の
審
議
会
等
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
法
第
三
十
九
条
若
し
く
は

の
事
務
局
の
長
、
同
法
第
三
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十
五
条
の
施
設
等
機
関

第
五
十
五
条
の
施
設
等
機
関
の
長
、
同
法
第
四
十
条
若
し
く
は
第
五
十
六
条

の
長
、
同
法
第
四
十
条
若
し
く
は
第
五
十
六
条
（
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二

（
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い

年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
特
別
の
機
関
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長

）
の
特
別
の
機
関
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
三

、
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
三
条
若
し
く
は
第
五
十
七
条
（
宮
内
庁
法
第
十
八

条
若
し
く
は
第
五
十
七
条
（
宮
内
庁
法
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
地
方
支
分
部
局
の
長
、

る
場
合
を
含
む
。
）
の
地
方
支
分
部
局
の
長
、
内
閣
府
設
置
法
第
五
十
二
条

内
閣
府
設
置
法
第
五
十
二
条
の
委
員
会
の
事
務
局
若
し
く
は
そ
の
官
房
若
し

の
委
員
会
の
事
務
局
若
し
く
は
そ
の
官
房
若
し
く
は
部
の
長
、
同
条
の
委
員

く
は
部
の
長
、
同
条
の
委
員
会
の
事
務
総
局
若
し
く
は
そ
の
官
房
、
局
、
部

会
の
事
務
総
局
若
し
く
は
そ
の
官
房
、
局
、
部
若
し
く
は
地
方
事
務
所
若
し

若
し
く
は
地
方
事
務
所
若
し
く
は
そ
の
支
所
の
長
、
宮
内
庁
法
第
三
条
の
長

く
は
そ
の
支
所
の
長
、
宮
内
庁
法
第
三
条
の
長
官
官
房
、
侍
従
職
等
若
し
く

官
官
房
、
侍
従
職
等
若
し
く
は
部
の
長
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
職
、
同

は
部
の
長
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
職
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
機
関

法
第
十
六
条
第
一
項
の
機
関
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
条
第
二
項
の

若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
条
第
二
項
の
機
関
の
長
若
し
く
は
同
法
第
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機
関
の
長
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
、
デ
ジ
タ
ル
庁

十
七
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第

設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
職
又
は
国
家

三
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
職
又
は
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三

行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
の
官
房
、
局
若

年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
の
官
房
、
局
若
し
く
は
部
の
長
、
同
条
の
委

し
く
は
部
の
長
、
同
条
の
委
員
会
の
事
務
局
若
し
く
は
そ
の
官
房
若
し
く
は

員
会
の
事
務
局
若
し
く
は
そ
の
官
房
若
し
く
は
部
の
長
、
同
条
の
委
員
会
の

部
の
長
、
同
条
の
委
員
会
の
事
務
総
局
の
長
、
同
法
第
八
条
の
審
議
会
等
若

事
務
総
局
の
長
、
同
法
第
八
条
の
審
議
会
等
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、

し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
法
第
八
条
の
二
の
施
設
等
機
関
の
長
、
同
法

同
法
第
八
条
の
二
の
施
設
等
機
関
の
長
、
同
法
第
八
条
の
三
の
特
別
の
機
関

第
八
条
の
三
の
特
別
の
機
関
若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
法
第
九
条
の

若
し
く
は
そ
の
事
務
局
の
長
、
同
法
第
九
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
若
し
く

地
方
支
分
部
局
の
長
若
し
く
は
同
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

は
同
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
職
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

職
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
長
官
、
事
務
次
官
、
事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
）

（
長
官
、
事
務
次
官
、
事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
）

第
十
五
条

法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す

第
十
五
条

法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す

る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第
二
十

る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第
二
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ

っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
以
降
の
職
に
つ
い
て

っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
以
降
の
職
に
つ
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
対
策
官
、
内
閣
総
務
官
及
び
人
事
政
策
統
括
官

二

内
閣
総
務
官
及
び
人
事
政
策
統
括
官

三
～
十
八

（
略
）

三
～
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

内
閣
官
房

内
閣
官
房
副
長
官
補
又
は
当
該
職
を
助
け
る
職
に
就
い
て

内
閣
官
房

内
閣
官
房
副
長
官
補
又
は
当
該
職
を
助
け
る
職
に
就
い
て

い
る
職
員
で
構
成
さ
れ
る
組
織

い
る
職
員
で
構
成
さ
れ
る
組
織

内
閣
総
務
官
室

内
閣
総
務
官
室

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁

国
家
安
全
保
障
局

国
家
安
全
保
障
局

内
閣
広
報
室

内
閣
広
報
室

内
閣
情
報
調
査
室

内
閣
情
報
調
査
室

内
閣
人
事
局

内
閣
人
事
局

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

内
閣
法
制
局
設
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
第
二
部
の
所
掌
事
務
）

（
第
二
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
条

第
二
部
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
内
閣
（
内
閣
官
房
（
内
閣
感
染
症

第
二
条

第
二
部
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
内
閣
（
内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
、

危
機
管
理
統
括
庁
及
び
内
閣
人
事
局
に
限
る
。
）
、
内
閣
府
及
び
デ
ジ
タ
ル

内
閣
府
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
を
除
く
。
）
、
内
閣
府
（
公
正
取
引
委
員
会
及
び

庁
を
除
く
。
）
、
内
閣
府
（
公
正
取
引
委
員
会
及
び
金
融
庁
を
除
く
。
）
、

金
融
庁
を
除
く
。
）
、
デ
ジ
タ
ル
庁
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
国
土
交
通

デ
ジ
タ
ル
庁
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
国
土
交
通
省
又
は
防
衛
省
の
所
管

省
又
は
防
衛
省
の
所
管
に
属
す
る
事
項
そ
の
他
第
三
部
又
は
第
四
部
の
所
掌

に
属
す
る
事
項
そ
の
他
第
三
部
又
は
第
四
部
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
係

に
属
し
な
い
事
項
に
係
る
法
律
案
及
び
政
令
案
の
審
査
及
び
立
案
並
び
に
法

る
法
律
案
及
び
政
令
案
の
審
査
及
び
立
案
並
び
に
法
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ

第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
内
閣
法
制
局
長
官
（
以
下
「
長
官
」

る
事
項
の
う
ち
内
閣
法
制
局
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
か
ら
特
に

と
い
う
。
）
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
第
四
部
の
所
掌
事
務
）

（
第
四
部
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
の
二

第
四
部
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
内
閣
官
房
内
閣
感
染
症
危
機

第
三
条
の
二

第
四
部
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
公
正
取
引
委
員
会
、
公
害
等

管
理
統
括
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、
公
害
等
調
整
委
員
会
、
厚
生
労
働
省
、

調
整
委
員
会
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
又
は
環
境
省
の

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
又
は
環
境
省
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
係
る
法

所
管
に
属
す
る
事
項
に
係
る
法
律
案
及
び
政
令
案
の
審
査
及
び
立
案
並
び
に

律
案
及
び
政
令
案
の
審
査
及
び
立
案
並
び
に
法
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事

法
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
長
官
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の

項
の
う
ち
長
官
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

。
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○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

政
令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

政
令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

政

令

事

務

政

令

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
地
方

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
地
方

措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政

公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と

措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政

公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と

令
第
百
二
十
二
号
）

さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
四
条
の

令
第
百
二
十
二
号
）

さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法

と
と
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
二
百
八
十
八
号
）
第
二
十
条

第
二
百
八
十
八
号
）
第
二
十
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

警
察
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

警
察
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
も
の
及
び
第
四
条
の
三

て
い
る
も
の
及
び
第
八
条
に
お

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二

い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
八

十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
地
方

地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ

公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と

と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
五
年

政
令
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五

第
二
条

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五

年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
削
る
）

第
三
条
第
二
十
号
ホ
中
「
第
五
条
の
三
に
」
を
「
第
五
条
の
三
及
び
第
十

一
条
第
一
項
第
七
号
に
」
に
改
め
る
。

（
略
）

（
略
）
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○

退
職
手
当
審
査
会
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
庶
務
）

（
庶
務
）

第
六
条

審
査
会
の
庶
務
は
、
内
閣
府
大
臣
官
房
企
画
調
整
課
に
お
い
て
、
内

第
六
条

審
査
会
の
庶
務
は
、
内
閣
府
大
臣
官
房
企
画
調
整
課
に
お
い
て
、
内

閣
官
房
組
織
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の

閣
官
房
組
織
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
内
閣
官
房
に
置
か
れ
る
内
閣
参
事
官
の
う
ち
同
令
第
九
条
第
四

規
定
に
よ
り
内
閣
官
房
に
置
か
れ
る
内
閣
参
事
官
の
う
ち
同
令
第
九
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
命
を
受
け
て
審
査
会
の
庶
務
へ
の
協
力
に
関
す
る
事
務
を

項
の
規
定
に
よ
り
命
を
受
け
て
審
査
会
の
庶
務
へ
の
協
力
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
も
の
（
同
令
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
官
房
内

つ
か
さ
ど
る
も
の
（
同
令
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
官
房
内

閣
人
事
局
に
置
か
れ
る
人
事
政
策
統
括
官
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
命

閣
人
事
局
に
置
か
れ
る
人
事
政
策
統
括
官
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
命

を
受
け
て
審
査
会
の
庶
務
へ
の
協
力
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
場
合
に

を
受
け
て
審
査
会
の
庶
務
へ
の
協
力
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
人
事
政
策
統
括
官
）
の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
。

あ
っ
て
は
、
当
該
人
事
政
策
統
括
官
）
の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
。
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